
 PPP/PFI事業に取り組む地⽅公共団体等を支援するため、専⾨的知⾒、ノウハウ、経験を持つ
専⾨家を派遣する制度。

 制度運⽤を開始した平成23年度以降、派遣件数は令和4年度末までに延べ383件。

PPP/PFI専門家派遣制度の概要
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【専⾨家派遣制度の概要】
○ PPP/PFI事業に取り組む地⽅公共団体等を支援するため、専⾨的知⾒、ノウハウ、経験を持つ専⾨家を派

遣する制度（平成23年度より派遣開始）
○ 地⽅公共団体等からの申込内容に応じ、１回につき半日程度で派遣（内容に応じて複数回の派遣も可能）
○ 専⾨的な立場からアドバイス、講演、質疑応答を実施
○ PPP/PFI事業について、庁内推進体制の構築や検討ルールの整備、予算対応、議会対応、庁内合意形成な
ど、行政実務に関しての実務経験・実績を豊富に有する地⽅公共団体等の職員の⽅を、「PPP/PFI行政実
務専⾨家」として、令和3年9月より派遣開始

○ 令和4年7月から、金融・ファイナンスに関する専⾨家派遣要請に対応するため、機構職員の⽅を派遣。
○ 通年で受付中、派遣費⽤（旅費、謝金）は内閣府が負担
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 PPP/PFI制度概要・事業推進⽅法に関する講演や事例紹介といった検討初期段階における相談
依頼が多い一⽅、個別の事業手法に関する助言依頼もあります。

 派遣を受けた地⽅公共団体等の９割以上から「助言は的確・適切であった」、「必要な情報
が得られた」との評価をいただいています。（令和4年度派遣76件のうち、アンケートの有効回答数64件）

⇒ 相談事項には幅広く対応できるよう努めておりますので、まずはご相談ください！！

（参照先：専⾨家派遣）https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/senmonka/senmonka.html
（行政実務専⾨家派遣）https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/public/public.html

専門家派遣ではどんなことが頼めますか？
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依頼内容の類型（令和4年度実績） アンケート結果（令和4年度実績）

専⾨家による質疑対応の適切性 専⾨家からの必要な情報の入手



学校給食センター整備運営事業
・A市では、従来の学校給食センターの機能に加え、市民の健康増進及び地
元食材ＰＲに資する事業者による食育レストラン（自主事業）を展開。
・本事業については、平成23年度に内閣府の専門家派遣を通じて、基礎知
識の習得を含む給食センター整備運営へのPFI手法導入支援を行い、その
後、市は検討を進め、平成25年度末に実施方針の公表を行うに至った。

【写真はイメージです。】

学校給食
センター

全景

・B市では、体育館施設の老朽化と耐震化および多様な市民ニーズへの対
応といった課題を解決するため、民間ノウハウを活用し、効果的・効率的な
事業運営を実施することを決定。
・本事業については、平成27年度に内閣府の専門家派遣を通じて、基礎知
識の習得・庁内の検討体制構築等の観点からPFI手法導入支援を行い、
その後、市は検討を進め、平成31年2月に実施方針の公表を行うに至った。

市民体育館再整備事業スポーツ施設
-体育館-

駅前地区土地活用事業まちづくり

PPP/PFI事業実施にあたり専門家派遣を活用した事例
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・C市では、新幹線開業に向け駅前公有地を活用し、民間企業と共に、ホテ
ル、飲食・物販テナント、子育て支援施設、本を核とした知育・啓発施設、
広場公園を官民連携事業として複合的に整備し令和４年９月に開業した。
・本事業については、平成28年度に内閣府の専門家派遣を通じて、サウン
ディング調査の流れや実施方法について支援を行った。



廃棄物処理施設整備運営事業
・D市は、循環型社会に適した処理システムを確立し、民間事業者の創意工夫に
よる財政負担の縮減及び公共サービス水準の向上を目的に事業化を決定。
・本事業については、専門家派遣を通じて、平成24年8月にPPP/PFI事業スキー
ムの検討支援を行い、同年12月に民間事業者のインセンティブ確保等に関する検
討支援を実施。その後、市は検討を進め、平成26年12月に実施方針の公表を
行うに至った。

【写真はイメージです。】

廃棄物
処理施設

全景

・E市では、商業・行政機能が集積する駅周辺を事業計画地と定め、交流都市拠
点形成を目的に民間ノウハウを活用し、効果的・効率的な事業運営を実施する
ことを決定。
・本事業については、内閣府の専門家派遣を通じて、平成24年度に基礎知識の
習得・事業スキーム等の観点からPFI手法導入支援を行い、平成25年度に市が
検討したVFMの妥当性検討支援を実施。その後、市は検討を進め、平成26年
4月に実施方針の公表を行うに至った。

駅前再開発事業まちづくり

PPP/PFI事業実施にあたり複数回の専門家派遣を活用した事例

4全景

・F市では、老朽化と耐震化、多くの市民が利用可能となるバリアフリー化および新
たなスポーツ競技受入れに対応することを目的に事業化を決定。
・本事業については、内閣府の専門家派遣を通じて、平成25年度に2回の基礎
知識の習得・基本計画の策定方法等の観点からPFI手法導入支援を行い、平
成26年度には導入可能性調査の実施に必要な検討を支援。その後、市は検討
を進め、平成28年5月に実施方針の公表を行うに至った。

市民体育館整備運営事業スポーツ施設
-体育館-



○PFI推進機構は、内閣総理大臣が定める支援基準に従い、PFI事業（ただし、事業に要する費
用の全部又は一部を利用者の支払う料金で回収するものに限る。）に対する出融資（優先株・劣後
債の取得等）や案件形成のためのコンサルティングを実施しています。

○本制度を活用した金融・ファイナンスに関する専⾨家派遣の要請は内閣府PFI推進室
までご一報ください。

（参照先：専⾨家派遣）https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/senmonka/senmonka.html

所在地 東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル8階
設立 平成25年（2013年） 10月7日（平成25年ＰＦＩ法改正により設立）
役職員数 28名（令和４年４月１日時点）
支援決定件数 52件（令和４年３月31日時点）
支援決定金額 1,378.4億円（令和４年３月31日時点）

（参考）民間資金等活用事業推進機構（PFI推進機構） 概要
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